
・お金の管理ができなくなるかもしれない。
・悪徳商法にだまされたらどうしよう。
・老後の財産管理が心配
　こんな不安はありませんか？
　今、認知症等により、記憶力・判断力が低下し、
自分で自分の考えを決定したり、自分の財産を管理
したりすることが、困難になってきている高齢の方
が増加しています。「もし自分が認知症になったら
どうしよう？」と、心配されている皆さんもいらっ
しゃると思います。
　笠間市地域包括支援センターでは、公益社団法人
リーガルサポートの司法書士を招き、住み慣れた地
域で安心して暮らしていくための備えとして、成年
後見制度についての講演会・相談会を開催します。
　成年後見制度は、自分の権利や財産を守る身近な
仕組みです。
　同日は、ご希望の方に無料相談会も実施します。
　制度のことでお話を聞きたい方はこの機会にぜひ
ご参加ください。

1　期　　日
� 7月26日（木）午後1時30分～3時30分
2　会　　場
	 市民センターいわま　2階会議室
� （笠間市下郷5140）
3　定　　員　70人（先着順）
4　内　　容
� ①講演「法定後見制度について」（60分程度）
� 　「相続・任意後見制度について」（30分程度）
� ②個別相談会（10人程度）
� 　【講師】�社団法人　成年後見センター・リーガ

ルサポート茨城支部
　　　　　　　　　司法書士　　飯

いいじま

嶋　健
たつ お

夫さん
　　　　　　　　　司法書士　　橋

はしもと

本　亮
りょう

さん
5　参 加 費　無料
6　申込方法
� 電話、FAXでお申込みください。
� �①氏名　②住所　③連絡先　④相談希望の有無、
相談内容

◎申込み・問合せ先
　（笠間市役所内）

笠間市地域包括支援センター
　TEL直通：0299-45-2230・TEL直通：0296-78-5871
　TEL0296-77-1101（内線177）　FAX0296-77-1162

成年後見制度講演会・相談会を開催します

～ 市 政 懇 談 会 ～
気軽にご参加ください。

　市民の皆さんと行政がお互いの情報を交換し合い、交流を図ることを目的として「市長と語ろう！笠間
タウントーキング」を開催します。市民の皆さんの市政に対するご意見・ご要望を、市長をはじめ、市の
執行部が直接お聞きする事業です。
　平成24年度は、6月から7月にかけて、市内で活躍する団体役員の方々と、9月から10月にかけては、市
民の皆さんを対象に開催する予定です。皆さんの積極的なご参加をお待ちしています。

【平成24年度開催予定】（市民・団体向け）
開催期日 会場 対象

 9月 21日 （金）   午後7時～8時30分 笠間公民館

市民向け 10月 2日 （火）   午後7時～8時30分 市民センターいわま

 10月 4日 （木）   午後7時～8時30分 笠間市役所本所

　※日程・会場等は都合により変更になる場合がありますので、ご了承ください。
　※参加申込みの必要はありません。皆さん、気軽にご参加ください。
　※�開催当日は、時間に限りがあり、すべての方のご意見・ご質問・ご要望などをお受けできない場合
がありますので、ご了承ください。

　※�市民の皆さんからお寄せいただいたご意見・ご要望など、各開催内容については、市ホームページ
や「広報かさま」などでご紹介させていただきます。

■問合せ　秘書課（内線225）
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